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​令和８（2026）年７月​
​黒磯那須共同火葬場組合​



​黒磯那須共同火葬場組合は、民間の能力を活用し、住民サービスの向上と経費の削​
​減を図るため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」という。）第​
​２４４条の２第３項及び黒磯那須共同火葬場の設置等に関する条例（昭和３９年条例​
​第１号）第７条の規定により、次のとおり当該施設を管理運営する指定管理者の候補​
​者を募集する。​

​Ⅰ　対象施設の概要​
​１　名称及び所在地​

​名　　称　　黒磯那須共同火葬場那須聖苑（以下「那須聖苑」という。）​
​所 在 地　　  那須郡那須町大字高久甲１２５４番地１​
​設置時期　　平成６年９月​
​施設概要　　詳細は別紙仕様書を参照​

​　２　施設の設置目的​
​　　　那須聖苑は、黒磯那須共同火葬場の設置等に関する条例第１条の規定に基づ​

​き、火葬場という人生の終末に関わる高度なサービスが求められる施設として、​
​住民の公衆衛生及び福祉の向上を図ることを目的に設置されている。​

​　３　施設の規模等​
​⑴　名　称　　　黒磯那須共同火葬場那須聖苑​
​⑵　所在地　　　栃木県那須郡那須町大字高久甲１２５４番地１​
​⑶　設置時期　　平成６年９月​
​⑷　敷地面積　　４，２２４．６㎡​
​⑸　延床面積　　１，１２８㎡​
​⑹　建築構造　　鉄筋コンクリート造​
​⑺　施設各棟　　火葬棟：火葬炉３基（台車式前入後出し）、炉前ホール、事務​

​室、監視室、玄関前ホール、収骨室（２室）、休憩​
​室、制御室等​

​待合棟：待合室（３室）、待合ホール、トイレ、授乳室、湯沸室​
​等​

​⑻　駐車場　　　会葬者用、バス専用駐車場​
​⑼　その他　　　外構　進入路、植栽、緑地等​

​４　実績　​
​⑴　指定管理料（過去３年間）​

​令和５年度​ ​３２，０８７，０００円​
​令和６年度​ ​３２，２０９，０００円​
​令和７年度​ ​３０，９５７，０６０円​

​⑵　火葬件数​
​令和５年度​ ​令和６年度​ ​令和７年度​

​火葬件数​ ​１，２１０件​ ​１，３４０件​ ​１，１９７件​
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​Ⅱ　管理運営の条件​

​　１　管理の基本方針​

​　　⑴　関係法令、条例、規則等を遵守し、施設の設置目的に沿った管理運営を行う​
​こと。​

​　　⑵　利用者の平等な利用を確保し、差別的扱いをしないこと。​
​　　⑶　利用者や地域住民の意見・要望を適切に管理運営に反映し、サービスの向上​

​に努めること。​
​　　⑷　効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費削減に努めること。​

​　２　管理の基準​

​⑴　休　　日　　　１月１日、１月２日及び友引の日​
​⑵　使用時間　　　午前９時から午後５時まで​
​⑶　火葬時間​

​３　指定管理者が行う業務の範囲　​

​　　　指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げる業務とする。詳細については、黒​
​磯那須共同火葬場 那須聖苑 指定管理業務 仕様書を参照すること。​

​　　　なお、指定管理者は指定管理業務を自ら行うことを原則とするが、部分的な業​
​務については、黒磯那須共同火葬場組合（以下「組合」という。）の承認を受け​
​て第三者に委託できるものとする。​
​⑴　火葬に関する業務（収骨、残灰処理等の仕様書に定める付随業務を含む）​
​⑵　火葬証明書及び分骨に伴う火葬証明書の交付に関する業務​
​⑶　待合室の当日使用許可に関する業務​
​⑷　火葬炉及び待合室の使用料の収受に関する業務​
​⑸　施設等の維持管理に関する業務​
​⑹　施設の運営に関する業務​
​⑺　上記に掲げるもののほか、那須聖苑の管理運営上、管理者が特に必要と認め​

​る業務​

​　４　指定の期間​

​　　　指定期間は、令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までの５年間とす​
​る。​

​　​​⑴　指定の期間は、組合議会の議決を経て、正式に確定する。​
​　⑵　黒磯那須共同火葬場の設置等に関する条例第１４条第１項の規定に基づき、​

​指定後であっても、指定管理者の責めに帰すべき事由より当該指定管理者によ​
​る管理を継続することができないと認められる場合には、その指定を取り消​
​し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがある。​

​５　指定管理料（委託料）​

​⑴　指定管理料の基準額​
​　　指定期間５年間の指定管理料の提案上限額は、１８６，６９５，０００円​

​（消費税及び地方消費税を含む。）とする。​
​　また、提案額は指定期間における指定管理料の上限額とし、各年度の指定管理​
​料は指定管理者の提案額を基準に、組合と指定管理者が協議を行い年度ごとに決​
​定する。​
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​　なお、各年度の指定管理料決定のための協議の際に、指定管理者による管理運​
​営の水準が、この募集要項や事業計画書、協定で定めたものに満たなかった場合​
​には、指定管理料の減額を行うことがある。減額の基準及び手続等については、​
​協定で定める。​

​　　　【参考】別表　指定管理料積算内訳のとおり​
​　⑵　管理運営に要する経費​

​　　　　那須聖苑の管理に係る全ての費用は、指定管理料をもって充てるものとす​
​る。ただし、施設の大規模な修繕を除く。​

​　　ア　指定管理料に含まれるもの​
​　　　　人件費、事務費、事業費、管理費​
​　　イ　指定管理料に含まれないもの​
​　　　　・建物の火災保険料​
​　　　　・５０万円／１件当たりを超える修繕費・工事費​
​　　　　・建物及び重要設備の更新費​
​　　　　・予約管理システムの使用料​

​　　　 ・その他組合管理者が必要と認める費用​
​　​​⑶　修繕費の取扱い​

​修繕費については、経費削減、予算不足等のために修繕が実施されないこと​
​がないよう、組合が見積りした金額１００万円を毎年度収支予算に計上するこ​
​と。​​なお、１００万円を修繕費の限度とし、限度額を超えた場合には組合と案​
​件ごとに協議すること。​

​　⑷　燃料費の取扱い​
​燃料費については、年度協定書の収支予算書に計上した燃料費の予算額に余​

​剰金が生じた場合は、精算をして組合に返還することとし、その返還に係る手​
​続等は協定で定める。​

​⑸　施設使用料の取扱い​
​　　施設の利用に際して利用者が支払う使用料は、組合の歳入とする。​

​なお、黒磯那須共同火葬場の設置等に関する条例第５条に規定する使用料に​
​ついては、自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２に基づき指定管​
​理者が徴収、集計、納入を行うこと。当該使用料は、公金として厳正に取扱​
​い、徴収した日から１０日以内に組合の指定口座に納入すること。​

​　　​​⑹　支払方法​
​指定管理料は、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに、指定​

​管理者からの請求に基づき分割して支払うものとする。なお、支払方法・回数​
​等については、毎月の業務完了報告書及び請求書受理後、３０日以内に年額を​
​１２等分した額を支払うものとする。​

​　　⑺　その他​
​　　　　指定管理期間中、関係法令に改正があった場合は、改正された内容で管理す​

​るものとし、改正に伴い費用が増減する場合は、協議により指定管理料を改正​
​するものとする。​

​　　　　また、組合の方針により管理方法等が変更となった場合についても、変更と​
​なった内容で管理するものとし、協議により指定管理料を改正するものとす​
​る。​
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​Ⅲ　申請の手続​

​　１　申請書の提出​

​　　⑴　提出期限​
​令和８年８月６日（木）午後３時００分（必着）​

​　　　※⑵の提出先の窓口での受付時間は、土日祝日を除く、午前９時から午後４時​
​までとなっております。​

​　　⑵　提出先　　黒磯那須共同火葬場組合　事務局​
​（那須塩原市環境戦略部ネイチャーポジティブ課内）​
​　住所　栃木県那須塩原市共懇社１０８番地２​
​　ＴＥＬ　０２８７－６２－７１４２​
​　ＦＡＸ　０２８７―６２―７２０２​
​　E-mail　nature-positive@city.nasushiobara.tochigi.jp​

​　​
​　　　⑶　提出部数　　１３部（正本１部、副本１２部）​

​及び提出書類一式の電子データ（副本1部）​
​　　　⑷　提出方法　　⑵の提出先に持参し、又は郵送すること。​

​なお、電子データについては、データをCDーROMに保存して​
​提出すること。​

​　２　申請資格等​

​　　指定管理者の指定申請を行う者（共同事業体による申請にあっては、全ての構​
​成団体）は、次の資格を満たすことを要する。ただし、⑴については、共同事業​
​体のうち、少なくとも1つの団体（又は当該業務を担当する構成員）が満たして​
​いればよい。​

​　⑴　火葬場の管理運営業務に知識を有し、当該施設を安全かつ円滑に管理運営で​
​きる者であること。​

​ア　火葬業務に３年以上携わった者を有すること。​
​イ　甲種防火管理者、危険物取扱者乙４類を取得している者を有すること。​

​（令和９年４月１日までに取得見込も可とする。）​
​　⑵　法人又はその他の団体であること。​

​⑶　法人等又はその代表者が次の事項に該当しないこと。​
​ア　法律行為を行う能力を有しない者​
​イ　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始又は民事​

​再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをした​
​者​

​ウ　自治法施行令第１６７条の４の規定により那須塩原市又は那須町における​
​一般入札等の参加を制限されている者​

​エ　自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けたことが​
​ある者​

​オ　那須塩原市暴力団排除条例（平成２４年那須塩原市条例第３号）又は那須​
​町暴力団排除条例（平成２４年那須町条例第８号）に規定する暴力団員等、​
​又はこれらと密接な関係を有する者​

​カ　国税又は地方税を滞納している者​
​キ　組合における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた​

​もの又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合し​
​た者​
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​⑷　次のいずれにも該当する団体であること。​
​ア　施設の運営が住民の平等利用を確保することができる団体であること。​
​イ　施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が​

​図られる団体であること。​
​ウ　管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有する団体であること。​

​⑸　複数の法人でグループを構成して申請する場合は、代表者を定めて申請する​
​こと。​
​　なお、当該グループの構成員のいずれかが⑵、⑷若しくは⑹の要件を満たさ​
​ない場合、又は⑶のいずれかに該当する場合は、指定を受けることができな​
​い。​

​　⑹　​​公募説明会に参加していること。（「P.６　４ 公募説明会等」を参照）​

​　３　提出書類等​

​⑴　応募する際には、指定申請書（黒磯那須共同火葬場の設置等に関する条例施​
​行規則様式第４号（第８条関係））に次に掲げる書類を添えて申請すること。​

​　　　ア　事業計画書（様式第５号）​
​　　　イ　収支予算書（様式第６号）　令和９年度分及び１０年度分​
​　　　ウ　定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本（法人以外の団体にあっては、会​

​則等）​
​　　　エ　当該団体の直近３ヵ年の決算書（貸借対照表、損益計算書、正味財産増減​

​計算書、収支計算書、財産目録等）​
​　　　オ　役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類​
​　　　カ　国税及び地方税の納税証明書（直近３年分、納税義務がない場合はその旨​

​の申立書）　​
​　　　キ　火葬業務に３年以上携わった者の証明書​
​　　　ク　資格取得状況（甲種防火管理者、危険物取扱者乙４類等）​
​　　　ケ　法人等が行っている主要な事業の概要及び実績　​
​　　　コ　共同事業体の場合は共同事業体協定書兼委任状（参考様式）​

​サ　その他必要な書類​
​　　⑵　申請に当たっては次の事項に留意すること。​
​　　　ア　提出書類の変更の禁止​
​　　　　　提出期限後においては、提出書類の内容変更は原則認めないこととする。​
​　　　イ　虚偽の記載をした場合の失格​
​　　　　　提出書類の内容に虚偽又は不正があった場合は失格とする場合がある。​
​　　　ウ　提出書類の取扱い​
​　　　　　提出書類は、理由の如何にかかわらず返却しないこと。​
​　　　エ　申請の辞退​
​　　　　　書類提出後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出すること。​
​　　　オ　提出書類の著作権及び公表​

​　　　　提出書類の著作権は、申請者に帰属する。ただし、指定管理者に選定さ​
​れた法人等の提出書類については、その全部又は一部を無償で使用できる​
​ものとする。​

​　　　カ　費用負担​
​　　　　　申請に要する費用は、全て申請者の負担とする。​
​　　　キ　追加書類の提出​
​　　　　　組合は、提出された書類の補足する資料の提出を求める場合がある。​
​　　　ク　重複申請の禁止​
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​　共同事業体の構成団体は、別の共同事業体の構成団体となっていないこ​
​と、または、単独の申請者となっていないこと。​

​　　​

​４　公募説明会等​​（応募資格必須条件）​
​　　⑴　日　　時　　令和８年７月２２日（水）友引の日　午後２時００分から​
​　　⑵　場　　所　　那須聖苑　待合室​
​　　⑶　参加人数　　　各団体２名以内とする。ただし、複数の企業・団体で共同事​

​業体を組む場合にあっては、各構成企業・団体につき２名以内​
​とする。​

​　　⑷　その他　　　　参加する場合には、令和８年７月１７日（金）までに、団体​
​名、参加人数及び連絡先をＦＡＸ又は電子メールで、組合事務​
​局に連絡すること。​
​　参加申込みの様式は任意とする。​

​　​​５　募集要項等に関する質問​
​　　　申請に当たって質問がある場合は、次のとおり受け付ける。​
​　　⑴　質問受付​
​　　　ア　令和８年７月２３日（木）から令和８年７月２７日（月）午後３時００分​

​まで​
​　　　イ　質問を行うことができる者は、公募説明会（令和８年７月２２日（水）開​

​催）に出席した法人等に限る。​
​　　　ウ　質問は、質問票（別添様式）により行う。（電話、口頭による質問は受け​

​付けない。）​
​　　　エ　質問票は、前記Ⅲ「申請の手続」１（２）へＦＡＸ又は電子メールで送付​

​のこと。なお、送付の際は、説明会出席時に配付した「受付番号」を質問票​
​に明記すること。​

​　　⑵　回答方法​
​　　　　質問に対する回答は、電子メールにより令和８年８月３日（月）までに行​

​う。質問した法人等だけでなく、申請を予定している全法人等を対象に行うた​
​め、配信を希望する法人等は、事前に連絡すること。​
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​Ⅳ ヒアリング・選定基準​
​⑴　選定基準​
​　　応募団体に対するヒアリングを実施する。ヒアリング内容を基に選定委員会で​

​審査し、指定管理者候補を選定する。​
​選定基準​ ​審査項目​ ​配点​

​１ 施設の管理運営能力​ ​⑴　申請団体の経営状況​
​・安定的な管理運営ができる財務状況である​
​か。​

​１０点​

​⑵　管理運営に係る人的・物的体制​
​・管理運営体制、人員配置等は適切である​
​か。​
​・知識とノウハウを持つ人員が配置されてい​
​るか。​
​・安定的な運営が可能となる執行体制となっ​
​ているか。​
​・利用者の安全対策や緊急時の対応について​
​示されているか。​
​・個人情報保護の方針及び取組が示されてい​
​るか。​
​・火葬施設の火葬業務受託実績​

​２０点​

​２ 住民サービスの向上​ ​⑴　利用者の平等な利用の確保​
​・利用者の平等な利用が確保できる体制が​
​整っているか。​
​・利用者にとって分かりやすい情報提供がさ​
​れているか。​

​１０点​

​⑵　利用者に対するサービスの向上​
​・施設の設置目的及び管理内容を理解してい​
​るか。​
​・利用者の意見を取り入れる仕組み及び苦情​
​等への対応方針等について示されているか。​

​１５点​

​⑶　施設の効果的な活用​
​・施設の適切な維持管理について示されてい​
​るか。​
​・当該地域の風習、慣行を熟知しているか。​

​１５点​

​３ 管理経費の縮減​ ​⑴　指定管理料の提案額​
​・サービスの低下を招くことなく、経費を縮​
​減する提案であるか。​
​・経費縮減に加え、サービスの向上も期待で​
​きる提案であるか。​

​３０点​

​⑵　資格審査​
​　　次に該当する場合は失格とする。​
​　　ア　応募資格要件を欠くもの​
​　　イ　提出書類に虚偽の記載があったもの​
​　　ウ　提出期限までに必要な書類が整わなかったとき​
​　　エ　その他選定に係る不正行為のあったもの​
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​⑶　選定委員会による審査​
​　　　審査及びヒアリングを実施する。ヒアリングの日程は令和８年８月２１日​

​（金）を予定しており、あらかじめ応募者に別途通知する。​
​　　　なお、選定委員会の審査の結果、該当者なしとする場合もある。​

​⑷　選定結果の通知​
​　　　選定結果については、応募全法人等に文書で通知する。​

​Ⅴ　協定の締結等​

​　​​１　協定の締結​

​　　組合は、指定管理者の指定後、指定管理者と施設の管理に関する細目的事項を​
​協議し、次に掲げる事項を内容とする協定を締結する。​

​　　⑴　基本協定​
​指定期間全体（５年間）を通じて適用する事項については、包括協定を締結​

​する。​
​　　　【基本協定の主な内容（予定）】​
​　　　①　管理業務の基本的項目（業務の内容等）​
​　　　②　指定管理料及び利用使用料に関する事項​
​　　　③　管理業務に関する責任分担に関する事項​
​　　　④　事業計画書及び事業報告書の提出に関する事項​
​　　　⑤　業務報告に関する事項（定期報告等）​
​　　　⑥　指定の取消し等に関する事項​
​　　　⑦　秘密保持、情報公開、個人情報の保護に関する事項​
​　　　⑧　管理業務の引継ぎに関する事項​
​　　　⑨　その他​
​　　⑵　年度協定​

​　年度（４月１日～翌年３月３１日）ごとに取り決めるべき事項については、​
​年度協定を締結する。​

​　　　【年度協定の主な内容（予定）】​
​　　　①　当該年度の管理業務の内容に関する事項​
​　　　②　指定管理料及び利用料金に関する事項​
​　　　③　その他​
​　　⑶　その他​

​　指定管理者が管理の開始前までに次に掲げる事項のいずれかに該当するとき​
​は、指定管理者の指定を取り消し、協定を締結せず、又は協定を解除できるも​
​のとする。​

​　　　ア　財務状況の悪化等により事業の履行が確実ではないと認められるとき。​
​　　　イ　社会的信用を著しく損なうなど指定管理者として相応しくないと認められ​

​るとき。​

​２　指定管理業務の準備​

​指定管理者の指定から指定期間までの間、業務の習得等の事前研修、必要書類​
​の作成及び各種印刷物の作成等、指定管理業務を行うための準備を十分に行うも​
​のとし、その費用は全て指定管理者として指定された法人又はその他の団体の負​
​担とする。​
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​Ⅵ　留意事項​
​⑴　関係法令の遵守​

​　　　応募書類の作成に当たっては、関係法令を遵守すること。​
​⑵　応募内容の変更禁止​

​　　　　提出期限後において、提出された書類の内容は変更できないものとする。ただ​
​し、組合から申し入れた場合は除く。​

​⑶　応募書類の取扱い​
​　　　応募書類は理由の如何を問わず、返却しないものとする。また、応募に関して​

​必要な費用は応募者の負担とする。​
​⑷　応募書類の著作権​

​　　　応募書類の著作権は、応募者に帰属する。ただし、指定候補者の選定の公表等​
​必要な場合には、応募書類の内容を組合は無償で使用できるものとする。​

​⑸　接触の禁止​
​　　　選定委員に対し、本件応募についての接触を禁じる。​
​　　接触の事実が認められた場合、失格になることがある。​

​⑹　資料の取扱い​
​　　　組合が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じる。​

​また、この検討の目的の範囲内であっても、組合の了承を得ることなく第三者に​
​対してこれを使用させ、又は内容を提示することを禁じる。​

​⑺　その他​
​　　　　応募に際しては、黒磯那須共同火葬場那須聖苑指定管理業務仕様書も併せて確​

​認すること。​

​Ⅶ　問合せ先​
​　　黒磯那須共同火葬場組合　事務局​
​　（那須塩原市環境戦略部　ネイチャーポジティブ課（２階 １０番窓口）内）​
​　　〒３２５－８５０１​
​　　栃木県那須塩原市共懇社１０８番地２​
​　　ＴＥＬ　　０２８７－６２－７１４２​
​　　ＦＡＸ　　０２８７－６２－７２０２​
​　　e-mail: nature-positive@city.nasushiobara.tochigi.jp​
​　※窓口及び電話の受付時間は、土日祝日を除く、午前９時から午後４時までとなっております。​
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​別表​​　　​​指定管理料積算内訳​

​項目​
​積算額​

​（千円）​
​内訳​

​⑴　人件費​ ​16,964​

​⑵　事務費​

​衛生関連消耗品​ ​200​ ​トイレットペーパー、ティッシュペー​
​パー、石鹸等​

​火葬関係消耗品​ ​500​ ​ローソク、御香炉灰、棺受金物、石灰等​

​　施設関連消耗品​
​300​ ​蛍光灯、電球、除草剤、混合油、ごみ​

​袋、お茶、炉前用手袋、FAX用トナー、他​
​事務用品等​

​⑶　光熱水費等​

​燃料費​ ​10,814​ ​〇令和７年度使用量　68,800㍑／年​

​電気代​ ​3,600​ ​〇令和７年度使用量　71,130kwh／年​

​水道代​ ​60​ ​〇令和７年度使用量　226㎥／年​

​ガス代​ ​250​ ​〇令和７年度使用量　237.6㎥／年​

​⑷　通信運搬費​ ​260​ ​電話代・コピー・FAX代・プロバイダ料​
​金等​

​⑸　その他事業経費​ ​25​ ​クリーニング代、NHK受信料等​

​⑹　管理費​

​浄化槽清掃費​ ​198​

​施設清掃費​ ​583​

​地下灯油タンク定期点検費​ ​66​

​受水槽清掃点検費​ ​66​

​合併浄化槽保守点検費​ ​110​

​電気工作物保守点検費​ ​209​

​非常発電設備点検費​ ​275​ ​消防法上の発電機ではないもの​

​消防設備保守点検費​ ​35​

​施設損害賠償責任保険​ ​17​

​道路保険​ ​55​

​軽微な修繕費​ ​1,000​

​樹木選定業務費​ ​275​

​夜間機械警備業務費​ ​209​

​事業ごみ処理費​ ​308​

​その他一般管理費​ ​960​

​計​ ​37,339​ ​37,339×５年分＝186,695​
​※その他　生垣の剪定業務及び業務用エアコン点検は指定管理者職員が行っている。​
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​黒磯那須共同火葬場那須聖苑指定管理者募集要項質問書​

​質問者​

​住所​

​団体名​

​　　　　　　　　　　　　受付番号（　　　　　）​

​連絡先​

​番号​ ​質問内容​

​１​

​２​

​３​

​４​

​５​

​　※質問が多い場合は、この様式を複数枚に分けて記入してください。​

​11​


